
広報いわくに 14

◎保険料や納付方法は、６月中旬に世帯主へ通知します。
◎令和４年度から子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、未就学児に係る均等割額を５割軽減する措置が
　導入されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保険年金課☎（29）5084、総合支所、支所
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令和４年度
国民健康保険料 医療分保険料

所得割額

均等割額

平等割額（世帯単位）

最高限度額

基礎控除額（合計所得金額による）
43万円、29万円、15万円、０円－

所得割率 8.8％

世帯の加入者数
×

× × ×

＋ ＋ ＋

×

＋ ＋ ＋

＝ ＝ ＝

後期高齢者
支援分保険料

介護分保険料
※40～64歳のみ

20万円

2.2％

6,000円

4,800円

2.2％

6,960円

４,200円

17万円

世帯の加入者数

１世帯当たりの国民健康保険料（年額）

24,960円
×

世帯の加入者数

23,040円

65万円

21,120円

所得割額 … （令和３年中の総所得金額等－※基礎控除額）× 所得割率　（被保険者ごとに計算し世帯で合算）
　　　　　　※合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかとなります
均等割額 … １人当たりの額（医療分、支援分、介護分それぞれの均等割額）× 国民健康保険の加入者数
平等割額 … １世帯当たりの額

国民健康保険料＝所得割額＋均等割額＋平等割額
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　更新前の７月中旬に、世帯の加入者全員分の新しい国
民健康保険証を世帯主宛てに簡易書留郵便で送付します。
有効期限を過ぎた保険証は、各自で処分してください。
　ジェネリック医薬品を希望する場合は、保険証台紙の
裏面にある「ジェネリック医薬品希望シール」を保険証
の表面に貼ってください。

新しい保険証を郵送します
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問

令和４年度 国民健康保険料が決定しました

〒
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令和３年中の所得


